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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
加
賀
藩
を
対
象
に
、
当
時
の
人
々
が
い

か
に
し
て
病
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
医
療
情
報
の
受
容
を
中
心
に

考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
医
療
」
と
い
う
言
葉
を
、「
医
術
を
含

む
様
々
な
方
法
で
病
を
治
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
現
在
の
よ
う
な
、
医
師
の
国
家
試
験
や
保
険
制
度
に
該
当

す
る
も
の
は
無
か
っ
た
）
1
（

。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
民
間
療
法
に
加
え
て
、
江
戸

時
代
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
、
社
会
に
医
師
の
数
が
増
え
、
医
学
書
も
多
く
出

版
さ
れ
た
。
ま
た
、
武
士
も
民
衆
も
家
族
の
看
病
を
す
る
こ
と
は
、
普
通
で
あ

り
）
2
（

、
現
代
の
状
況
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
医
療
に
関
す
る
研
究
は
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
、
医
師
や
医

学
博
士
な
ど
医
学
の
専
門
知
識
を
有
す
る
人
々
が
、
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
病

気
の
症
状
の
解
説
や
、
当
時
の
有
名
な
医
師
の
功
績
を
考
察
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
）
3
（

。

　

一
九
八
〇
年
前
後
の
時
期
か
ら
、
日
本
各
地
の
医
療
の
状
況
に
注
目
し
た
研

究
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
田
崎
哲
郎
氏
は
、
蘭
学
塾
の
門
人
帳
を
駆
使
し

て
、
幕
末
期
に
は
、
村
々
に
も
蘭
方
医
が
存
在
す
る
こ
と
を
解
明
し
た
）
4
（

。
塚
本

学
氏
は
、
信
濃
の
大
庄
屋
の
日
記
を
用
い
て
、
一
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
村
の
上

層
階
層
を
中
心
に
、
医
師
に
よ
る
診
察
の
機
会
が
増
加
し
た
と
指
摘
し
た
）
5
（

。
田

崎
氏
、
塚
本
氏
の
研
究
以
降
、
各
地
の
医
療
の
実
態
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
増

加
す
る
。
岩
本
伸
二
氏
、
土
井
作
治
氏
、
平
野
満
氏
は
、
在
村
の
医
師
の
実
態

に
注
目
し
た
）
6
（

。
ま
た
、
中
村
文
氏
や
山
中
浩
之
氏
は
、
患
者
側
の
史
料
も
用
い

な
が
ら
、
地
域
の
医
療
状
況
を
考
察
し
た
）
7
（

。
青
木
歳
幸
氏
は
、
村
民
の
医
療
需

要
に
応
え
る
べ
く
、
村
が
医
師
を
抱
え
る
「
村
方
引
請
」
の
慣
行
が
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
）
8
（

。
以
上
の
よ
う
に
、
地
域
の
医
療
の
実
態
に
注
目
し
た
研

究
は
、
現
在
の
医
療
史
研
究
に
お
い
て
も
主
要
な
視
点
の
一
つ
で
あ
る
）
9
（

。
こ
れ

ら
の
研
究
は
、
民
間
医
の
出
自
や
人
数
の
増
加
、
医
師
に
よ
る
患
者
へ
の
診
察

の
実
態
な
ど
、
在
村
の
医
療
の
様
子
を
具
体
的
に
解
明
し
て
い
て
意
義
深
い
。

一
九
世
紀
中
葉
の
加
賀
藩
領
内
に
お
け
る
医
療
情
報
の
流
通

萱
　
田
　
寛
　
也
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一
九
九
〇
年
代
以
降
、
書
物
・
出
版
研
究
に
お
い
て
、
村
落
の
蔵
書
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
療
と
情
報
媒
体
│
書
物
や
は
し
か
絵

（
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
流
行
し
た
麻
疹
を
題
材
と
し
た
錦
絵
）
│
を
結

び
つ
け
た
研
究
が
生
ま
れ
る
。

　

横
田
冬
彦
氏
は
、
一
七
世
紀
末
〜
一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
畿
内
の
庄
屋

層
が
医
学
書
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
村
内
に

お
い
て
、
医
療
を
普
及
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
、
人
々
の
間
で
医
療
知
識

が
広
ま
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
幕
府
が
政
策
を
実
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し

た
）
10
（

。
ま
た
、
山
中
氏
は
、
在
村
医
の
蔵
書
に
注
目
し
、
在
村
医
が
書
物
の
収
集

を
通
じ
て
、
医
療
知
識
を
蓄
積
す
る
過
程
を
分
析
し
た
）
11
（

。

　

は
し
か
絵
に
書
か
れ
た
医
療
情
報
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
則
子
氏
が
分
析
し
た
。

鈴
木
氏
は
、
は
し
か
絵
に
は
、
中
国
医
学
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医
療
情
報
が

仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
て
、
民
衆
が
容
易
に
医
療
情
報
を
入
手
で
き
た

と
主
張
し
た
）
12
（

。

　

横
田
氏
や
鈴
木
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
り
、
医
師
だ
け
で
な
く
、
民
衆
も
医
療

情
報
を
入
手
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
今

ま
で
の
情
報
媒
体
と
医
療
を
結
び
付
け
た
研
究
に
も
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。

第
一
は
、
医
療
情
報
を
手
に
入
れ
る
方
法
と
し
て
、
主
に
書
物
に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
方
法
か
ら
入
手
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
か
、
第
二

は
、
医
師
に
よ
る
診
察
の
機
会
が
増
え
た
、
江
戸
時
代
後
期
の
地
域
社
会
に
お

い
て
、
書
物
は
医
療
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。

　

以
上
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
加
賀

藩
（
現
在
の
石
川
県
と
富
山
県
の
一
部
を
支
配
し
た
藩
）
領
氷
見
町
の
町
役
人

田
中
屋
権
右
衛
門
が
著
し
た
日
記
「
応
響
雑
記
」
を
用
い
て
、
こ
の
地
域
の

人
々
が
ど
の
よ
う
に
病
気
を
治
療
し
て
い
た
か
、
ま
た
、
医
療
情
報
を
ど
の
よ

う
な
方
法
で
入
手
し
た
の
か
、
考
察
す
る
。

　

加
賀
藩
の
医
療
を
扱
っ
た
研
究
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
増
加
す
る
）
13
（

。
主

に
、
藩
主
の
前
田
家
や
上
級
家
臣
団
の
病
気
の
治
療
の
様
子
）
14
（

、
藩
医
の
実
態
）
15
（

、

加
賀
藩
の
医
療
対
策
）
16
（

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と

関
連
し
た
、
加
賀
藩
領
内
の
医
療
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
指
摘
が
あ

る
。

　

池
田
仁
子
氏
は
、
安
政
期
に
瑞
泉
寺
（
現
：
金
沢
市
の
浄
土
真
宗
の
寺
院
）

の
住
職
の
家
族
が
、
町
医
師
の
診
察
と
投
薬
を
受
け
た
事
例
を
紹
介
し
た
）
17
（

。
前

川
哲
朗
氏
は
、
加
賀
藩
の
十
村
役
（
他
藩
の
大
庄
屋
に
相
当
）
を
代
々
勤
め
た

新
田
家
が
、
文
久
期
の
麻
疹
の
流
行
に
お
い
て
、
家
族
が
麻
疹
を
発
病
す
る
と
、

複
数
の
医
師
の
診
察
を
受
け
、
医
師
か
ら
処
方
さ
れ
た
薬
を
服
用
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
）
18
（

。

　

し
か
し
、
池
田
氏
も
前
川
氏
も
史
料
的
制
約
か
ら
、
医
師
の
診
察
の
様
子
し

か
明
ら
か
に
出
来
て
お
ら
ず
、
加
賀
藩
の
人
々
が
、
ど
の
よ
う
に
医
療
情
報
を

入
手
し
た
の
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

以
下
、
第
一
章
で
は
、
当
時
の
氷
見
庄
）
19
（

の
状
況
、「
応
響
雑
記
」
の
書
誌
情
報
、

「
応
響
雑
記
」
か
ら
読
み
取
れ
る
氷
見
庄
の
医
療
状
況
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
権
右
衛
門
が
ど
の
よ
う
に
医
療
情
報
を
入
手
し
て
い
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た
の
か
分
析
す
る
。
第
二
章
で
は
、
権
右
衛
門
と
、
医
師
や
知
人
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
注
目
し
、
第
三
章
で
は
、
書
物
に
注
目
す
る
。

第
一
章
　「
応
響
雑
記
」
の
背
景
と
氷
見
庄
の
人
々
の

　
　
　
　
病
気
へ
の
対
処

　

ま
ず
、
当
時
の
氷
見
庄
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
）
20
（

。
氷
見
庄
の
範
囲
は
、
現

在
の
富
山
県
氷
見
市
に
相
当
す
る
。
氷
見
庄
の
中
心
地
は
氷
見
町
で
あ
る
。
氷

見
町
内
に
は
更
に
複
数
の
町
が
存
在
し
た
。
氷
見
町
の
人
口
は
、「
応
響
雑
記
」

の
記
述
範
囲
に
相
当
す
る
一
九
世
紀
前
期
で
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
が

八
三
五
六
人
、
同
一
三
年
が
七
〇
九
八
人
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
が
六
一

一
九
人
で
あ
っ
た
。

　

氷
見
庄
の
支
配
方
法
は
、
氷
見
町
と
そ
れ
以
外
の
地
域
で
異
な
る
。
氷
見
町

は
「
今
石
動
・
氷
見
・
城
端
支
配
」
と
い
う
役
職
が
支
配
し
、
氷
見
町
に
は
足

軽
が
居
住
し
た
。
町
政
運
営
は
、
主
に
町
年
寄
、
肝
煎
、
算
用
聞
が
担
っ
た
。

一
方
、
氷
見
町
以
外
の
村
々
は
、
加
賀
藩
の
他
の
村
々
と
同
様
に
、
郡
奉
行
（
一

般
行
政
を
担
当
）
と
改
作
奉
行
（
農
政
を
担
当
）
の
支
配
下
に
あ
り
、
村
政
は
、

十
村
、
肝
煎
（
名
主
、
庄
屋
）、
組
頭
が
担
っ
た
。

　

次
に
「
応
響
雑
記
」
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
述
べ
る
）
21
（

。「
応
響
雑
記
」
の
著

者
田
中
屋
権
右
衛
門
は
、
氷
見
町
の
町
役
人
で
、
蔵
宿
業
）
22
（

を
営
ん
で
い
た
。
日

記
の
内
容
は
、
権
右
衛
門
の
私
生
活
、
親
戚
知
友
の
消
息
、
毎
日
の
気
象
、
町

の
政
治
・
行
政
・
経
済
、
年
中
行
事
、
災
害
・
騒
擾
、
藩
へ
の
請
願
陳
情
な
ど

で
あ
る
。
日
記
の
記
述
範
囲
は
、
権
右
衛
門
が
二
四
歳
だ
っ
た
文
政
一
〇
（
一

八
二
七
）
年
五
月
二
八
日
か
ら
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
一
〇
月
一
七
日
ま
で

で
あ
る
。
毎
年
、
春
夏
で
一
冊
、
秋
冬
で
一
冊
、
と
一
年
に
二
冊
ず
つ
編
集
し

て
、
後
日
序
文
な
ど
を
付
け
て
製
本
さ
れ
た
。
合
計
六
六
冊
に
及
ぶ
が
、
巻
二

九
（
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
年
の
下
巻
）・
巻
四
八
（
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）

年
の
上
巻
）・
巻
五
二
（
同
六
年
の
上
巻
）・
巻
五
三
（
同
六
年
の
下
巻
）
の
四

冊
が
欠
本
と
な
っ
て
い
る
。
氷
見
市
立
図
書
館
と
氷
見
市
立
博
物
館
に
一
部
ず

つ
複
製
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
氷
見
市
立
図
書
館
所
蔵
の
複
製

本
を
用
い
た
）
23
（

。

　
「
応
響
雑
記
」
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、「
応
響
雑
記
」

の
記
述
期
間
が
、
欠
落
は
あ
る
も
の
の
、
三
二
年
間
と
長
期
に
及
ぶ
た
め
、
一

九
世
紀
中
葉
の
加
賀
藩
領
内
の
医
療
状
況
の
変
化
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
第

二
は
、「
応
響
雑
記
」
を
用
い
た
先
行
研
究
で
は
、
権
右
衛
門
の
趣
味
で
あ
っ

た
芝
居
見
物
、
俳
諧
や
、
氷
見
庄
の
気
候
と
漁
業
の
状
況
と
の
関
連
性
が
注
目

さ
れ
て
い
た
）
24
（

が
、
医
療
の
側
面
に
は
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、「
応
響
雑
記
」
に
は
、
医
師
の
診
察
の
様
子
や
医
療
情
報
の
入
手

な
ど
、
医
療
に
関
す
る
記
述
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
、
医
療
情
報
の

入
手
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
人
々
が
、
医
療
情
報
を
得
る
た
め
に
、
医
師
や
医

学
書
に
限
ら
な
い
様
々
な
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、

本
稿
は
、「
応
響
雑
記
」
を
用
い
た
今
ま
で
の
研
究
に
対
し
て
、
新
た
な
視
点

を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

続
い
て
、
氷
見
庄
の
人
々
が
、
病
気
を
患
っ
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
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し
て
い
た
の
か
、
考
察
す
る
。
権
右
衛
門
は
、
自
ら
が
病
気
を
患
っ
た
時
の
治

療
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
知
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
病
気
を
治
療
し
た
か
書
き

留
め
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

分
析
の
結
果
、
当
時
の
氷
見
庄
の
人
々
は
、
病
気
の
治
療
法
と
し
て
、
①
近

隣
の
医
師
の
診
察
を
受
け
る
、
そ
れ
で
も
治
ら
な
い
場
合
は
、
②
遠
方
か
ら
一

定
の
技
量
を
有
す
る
医
師
を
招
き
、
診
察
を
受
け
る
、
も
し
く
は
、
医
療
水
準

が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
地
域
に
治
療
に
出
向
く
、
ま
た
、
②
の
段
階
と
並

行
し
て
、
③
宗
教
的
な
力
に
頼
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
①

〜
③
の
段
階
に
つ
い
て
、
権
右
衛
門
や
知
人
の
事
例
を
対
象
に
述
べ
る
。

　

最
初
に
、
①
近
隣
の
医
師
の
診
察
に
つ
い
て
、
権
右
衛
門
を
事
例
に
考
察
す

る
。

　

権
右
衛
門
は
、
体
調
に
異
変
が
生
じ
る
と
、
そ
の
旨
を
日
記
に
記
述
し
て
い

る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
重
症
に
至
ら
ず
、
自
宅
で
休
息
す
る
な
ど
し
て
自
力

で
回
復
し
た
。
し
か
し
、
重
症
に
な
る
と
、
医
師
の
診
察
を
受
け
た
。
天
保
一

一
（
一
八
四
〇
）
年
七
月
の
事
例
で
は
、
頭
痛
や
発
熱
の
症
状
が
出
て
、
な
か

な
か
快
方
に
向
か
わ
な
い
た
め
、
同
月
七
日
に
、
氷
見
町
に
居
住
す
る
医
師
の

宮
崎
南
亭
（
権
右
衛
門
の
妹
お
む
つ
の
夫
）
25
（

）
を
呼
ん
で
診
察
を
受
け
た
）
26
（

。

　

続
い
て
、
②
遠
方
に
居
住
す
る
医
師
を
招
い
た
り
、
患
者
自
ら
が
他
の
地
域

に
治
療
に
出
向
い
た
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

権
右
衛
門
は
、
前
述
の
天
保
一
一
年
七
月
の
事
例
に
お
い
て
、
南
亭
の
治
療

後
も
、
症
状
が
回
復
す
る
兆
し
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
能
州
川
尻
出
村
に
居

住
す
る
医
師
の
河
崎
禎
碩
を
招
く
こ
と
に
決
め
た
）
27
（

。
禎
碩
は
、
同
月
一
二
日
に

訪
れ
、
一
四
日
の
朝
ま
で
滞
在
し
、
権
右
衛
門
を
診
察
し
た
。
遠
方
に
居
住
す

る
医
師
を
招
く
こ
と
は
、
権
右
衛
門
の
家
族
や
知
人
の
場
合
に
お
い
て
も
共
通

す
る
こ
と
で
あ
る
。
権
右
衛
門
の
妻
は
、
咳
や
寝
汗
が
ひ
ど
い
の
で
、
権
右
衛

門
と
同
様
に
禎
碩
を
招
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
）
28
（

。
権
右
衛
門
の
弟
の
左
四
郎
は
、

以
前
か
ら
患
っ
て
い
た
病
気
が
治
ら
な
い
た
め
、
能
州
川
尻
出
村
よ
り
医
師
の

渡
辺
晋
哉
を
招
い
て
診
察
を
受
け
た
）
29
（

。
知
人
の
源
常
屋
文
三
郎
（
酒
造
業
、
町

年
寄
）
は
、
次
男
が
病
気
な
の
で
、
左
四
郎
の
場
合
と
同
じ
く
、
川
尻
出
村
よ

り
晋
哉
を
招
い
て
、
治
療
に
当
た
ら
せ
た
）
30
（

。

　

ま
た
、
よ
り
良
い
治
療
を
求
め
て
、
他
の
地
域
へ
出
向
い
た
事
例
と
し
て
、

二
例
紹
介
す
る
。
権
右
衛
門
の
知
人
の
立
野
屋
仁
右
衛
門
（
算
用
聞
）
は
、「
療

治
方
ニ
紀
州
よ
り
京
・
大
坂
等
永（
マ
マ
）々

滞
留
、
前
月
下
旬
帰
宅
、
凡
弐
百
八
拾
日

斗
の
滞
留
）
31
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
治
療
の
た
め
、
紀
州
、
京
都
や
大
坂
に
長
期
間

逗
留
し
た
。
加
納
屋
七
右
衛
門
（
蔵
宿
及
び
薬
種
店
、
町
年
寄
）
の
息
子
清
九

郎
も
、
治
療
の
た
め
に
京
都
に
行
っ
て
い
た
）
32
（

。
紀
州
に
は
、
全
身
麻
酔
を
用
い

て
乳
癌
摘
出
手
術
を
成
功
さ
せ
た
華
岡
青
洲
の
治
療
所
が
あ
り
、
京
都
に
は
、

有
名
な
医
師
が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
氷
見
庄
の
人
々
は
、
医

療
水
準
が
高
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
地
域
に
、
治
療
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

③
宗
教
的
な
力
に
頼
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
権
右
衛
門
と
知
人
の
事
例
を
そ

れ
ぞ
れ
述
べ
る
。

　

権
右
衛
門
は
、
病
気
平
癒
の
た
め
に
寺
院
に
祈
願
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
天
保
一
一
年
九
月
に
は
、「
八
ツ
頃
朝
日
上
日
寺
様
江
病
中
に
御
頼
申

候
護
摩
供
御
祈
祷
之
御
礼
ニ
罷
越
）
33
（

」
と
あ
り
、
同
年
七
月
の
治
療
中
に
祈
祷
を
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し
て
も
ら
っ
た
御
礼
と
し
て
、
氷
見
庄
朝
日
山
山
麓
に
位
置
す
る
真
言
宗
の
寺

院
上
日
寺
を
訪
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

上
日
寺
は
、
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
寺
院
で
あ
る
）
34
（

。
こ

の
史
料
か
ら
具
体
的
な
祈
祷
の
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、「
護
摩

供
御
祈
祷
の
御
礼
」
に
行
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
で
、
息
災
を
願
っ
て
護
摩
木

を
焚
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
く
は
、
上
日
寺
に
は
薬
師
堂
が
あ
る
の
で
、
薬

師
如
来
に
祈
願
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
薬
師
如
来
は
、
医
薬
の
仏

と
し
て
尊
信
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
35
（

。

　

権
右
衛
門
が
宗
教
的
な
力
に
頼
っ
た
事
例
は
、
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年

八
月
の
事
例
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
権
右
衛
門
は
、
同
月
五
日
に
悪
寒
・

発
熱
・
腹
痛
を
催
し
た
が
、
町
医
師
の
南
亭
の
治
療
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、

国
泰
寺
（
現
在
の
高
岡
市
に
あ
る
臨
済
宗
の
寺
院
）
に
祈
祷
を
頼
ん
だ
）
36
（

。
国
泰

寺
で
は
、「
百
座
リ
ヨ
ウ
ゴ
ン
咒
」
と
い
う
祈
祷
と
、「
理
修
分
経
）
37
（

」
を
用
い
た

祈
祷
を
し
て
く
れ
た
。
権
右
衛
門
は
、
こ
の
祈
祷
に
つ
い
て
、「
御
利
益
御
座

候
哉
、
段
々
快
方
」
と
記
し
て
い
て
、
祈
祷
も
病
気
の
治
療
に
効
果
が
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
病
気
の
平
癒
を
願
っ
て
、
神
仏
に
祈
願
す
る
こ
と
は
一
般
的

な
こ
と
と
い
え
る
が
、
六
田
九
左
衛
門
（
権
右
衛
門
の
母
方
の
実
家
）
の
事
例

で
は
、
興
味
深
い
点
が
見
ら
れ
る
。
次
の
史
料
は
、
九
左
衛
門
が
、
病
気
を
治

療
し
た
時
の
記
述
で
あ
る
）
38
（

。

四
ツ
半
頃
窪
六
田
氏
病
気
尓
々
不
仕
ニ
付
、
医
者
選
方
朝
日
薬
師
如
来
御

鬮
上
ケ
も
ら
ひ
度
私
ゟ
頼
呉
候
様
申
越
候
ニ
付
、
茶
屋
公
同
伴
罷
越
昼
頃

過
帰
宅
、
御
鬮
は
放
生
津
医
者
青
木
氏
上
り
申
候
、

　

九
左
衛
門
の
病
気
が
快
方
に
向
か
わ
な
い
の
で
、
権
右
衛
門
は
、
ど
の
医
師

に
治
療
し
て
も
ら
う
か
決
定
す
る
た
め
、「
朝
日
薬
師
如
来
」、
つ
ま
り
上
日
寺

の
薬
師
如
来
の
籤
を
す
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
。
よ
っ
て
、
権
右
衛
門
は
、
知
人

の
茶
屋
公
（
中
村
屋
徳
八
郎
）
と
一
緒
に
上
日
寺
ま
で
行
っ
た
。
籤
の
結
果
、

放ほ
う

生じ
ょ
う

津づ

（
現
：
富
山
県
射
水
市
の
沿
岸
部
）
に
居
住
す
る
医
師
の
青
木
氏
に

診
察
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　

こ
れ
以
降
の
九
左
衛
門
の
治
療
に
つ
い
て
の
記
述
が
「
応
響
雑
記
」
中
に
現

れ
な
い
の
で
、
籤
の
結
果
を
受
け
て
実
際
に
青
木
氏
に
治
療
を
依
頼
し
た
か
ど

う
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
治
療
を
担
当
す
る
医
師
を
選
択
す
る
手
段
と
し

て
、
寺
院
の
籤
が
用
い
ら
れ
た
。

　

同
様
の
事
例
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
七
月
二
二
日
の
記
述
か
ら
も
確

認
で
き
る
。
前
述
の
例
と
同
じ
く
、
再
び
九
左
衛
門
の
治
療
に
つ
い
て
で
あ
る
。

九
左
衛
門
は
、
前
日
の
二
一
日
よ
り
体
調
を
崩
し
て
い
た
た
め
、
二
二
日
に
、

権
右
衛
門
は
、
九
左
衛
門
の
見
舞
い
に
行
っ
た
）
39
（

。
す
る
と
、
九
左
衛
門
は
、「
先

達
而
ゟ
医
者
の
薬
ハ
不
用
、
観
音
一
心
ニ
信
仰
御
鬮
を
以
て
御
授サ
ズ

け
の
薬
」
を

服
用
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
医
師
が
処
方
し
た
薬
で
は
な
く
、
観
音
に
信
仰
し

て
、
籤
に
よ
っ
て
得
た
薬
を
服
用
し
て
い
た
。

　

以
上
の
二
例
よ
り
、
九
左
衛
門
の
治
療
で
は
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
も
病

気
が
好
転
し
な
い
時
は
、
寺
院
の
籤
な
ど
宗
教
の
力
を
用
い
て
、
医
師
の
選
択
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や
薬
の
処
方
の
判
断
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
医
師
に
よ
る
治
療
と
宗
教
の
力
に

頼
る
こ
と
は
、
対
立
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
対
処
方
法
は
、
氷
見
庄

特
有
の
動
向
で
は
な
い
。
海
原
亮
氏
は
、
天
保
期
に
お
い
て
、
彦
根
藩
領
の
近

江
国
蒲が

生も
う

郡
小
脇
郷
今
宿
家
の
治
療
で
は
、
手
段
を
尽
く
し
て
も
病
気
が
良
く

な
ら
な
い
時
は
、「
神
鬮
窺
」
と
い
う
祈
祷
を
用
い
て
、
ど
の
医
師
に
治
療
し

て
も
ら
う
か
決
定
し
て
い
る
と
述
べ
、「
祈
祷
行
為
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
活

動
の
あ
く
ま
で
補
完
で
あ
り
、
副
次
的
な
手
段
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
40
（

。

よ
っ
て
、
宗
教
の
力
も
病
気
の
治
療
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
一
九
世
紀

中
葉
に
お
け
る
重
病
人
に
対
す
る
治
療
方
法
の
一
つ
と
し
て
一
般
化
で
き
る
可

能
性
も
あ
る
。

　

以
上
、
氷
見
庄
の
人
々
が
病
気
を
患
っ
た
時
の
対
処
方
法
に
つ
い
て
、
①
近

隣
の
医
師
に
よ
る
診
察
、
②
遠
方
か
ら
一
定
の
技
量
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
医

師
を
招
く
こ
と
、
も
し
く
は
、
医
療
水
準
が
高
い
地
域
に
治
療
に
出
向
く
こ
と
、

③
宗
教
の
力
に
頼
る
こ
と
の
三
段
階
か
ら
考
察
し
た
。
①
、
②
の
段
階
と
関
連

し
て
、
長
田
直
子
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。
長
田
氏
は
、
一
九
世
紀
前
半
の

多
摩
地
域
の
医
療
を
分
析
し
て
、
こ
の
地
域
の
人
々
は
、
地
縁
・
血
縁
関
係
を

持
つ
「
か
か
り
つ
け
医
師
」
の
診
察
を
最
初
に
受
け
、
症
状
が
悪
化
す
る
と
、

評
判
の
良
い
遠
方
の
医
師
の
診
察
を
受
け
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
た
）
41
（

。
長
田

氏
の
主
張
に
従
え
ば
、
権
右
衛
門
に
と
っ
て
、
親
戚
で
も
あ
る
南
亭
は
、「
か

か
り
つ
け
医
師
」
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
禎
碩
や
晋
哉
の
評
判
や
技
術

の
程
度
は
不
明
だ
が
、
禎
碩
の
場
合
は
、
権
右
衛
門
だ
け
で
な
く
、
妻
も
診
察

を
受
け
、
晋
哉
の
場
合
は
、
権
右
衛
門
の
弟
や
知
人
が
診
察
を
受
け
て
い
る
の

で
、
一
定
の
技
量
を
有
し
た
医
師
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
当
時
の
人
々
は
、

病
気
の
状
態
に
応
じ
て
、
治
療
方
法
を
選
択
し
て
い
た
。

第
二
章
　
医
師
、
知
人
と
の
交
流
に
よ
る
医
療
情
報
の
入
手

　

権
右
衛
門
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
方
法
を

用
い
て
、
自
ら
も
医
療
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
第
一
の
方
法
は
、

医
師
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。【
表
１
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
権
右
衛
門
は
、

計
二
六
人
の
医
師
と
交
流
し
て
い
た
。

　
【
表
１
】
よ
り
、
次
の
二
点
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
は
、
権
右
衛
門
と
交
流

し
た
医
師
の
身
分
で
あ
る
。
権
右
衛
門
と
交
流
し
た
医
師
の
多
く
は
、
町
や
村

に
居
住
す
る
医
師
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
町
医
師
の
南
亭
（
表
１
‐

７
）
42
（

）
は
、
権
右
衛
門
の
親
戚
で
あ
っ
た
た
め
、
権
右
衛
門
は
、
南
亭
に
診
察
を

し
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
頻
繁
に
南
亭
の
家
を
訪
れ
て
も
い
る
。
た
だ
し
、

八は
っ

家か

（
加
賀
藩
独
自
の
身
分
階
層
で
、
行
政
、
軍
事
の
最
高
階
層
の
家
）
の
一

つ
で
あ
る
奥
村
家
に
雇
わ
れ
た
土
岐
庄
太
夫
（
表
１
‐
11
）
や
、
同
じ
く
八
家

の
村
井
家
に
雇
わ
れ
た
中
西
了
貞
（
表
１
‐
12
）
と
い
っ
た
、
加
賀
藩
の
重
臣

付
き
の
医
師
と
も
交
流
し
て
い
る
。
ま
た
、
岡
田
随
筌
（
表
１
‐
４
）
や
正
雄

（
表
１
‐
６
）
な
ど
富
山
藩
に
居
住
す
る
医
師
と
も
交
流
し
て
い
る
。

　

第
二
は
、
権
右
衛
門
と
交
流
し
た
二
五
人
の
医
師
全
員
が
、
権
右
衛
門
一
家

を
診
察
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
診
察
し
た
こ
と
が
あ
る
医
師
は
、

浅
野
泰
仲
（
表
１
‐
３
）、
渡
辺
晋
哉
（
表
１
‐
５
）、
宮
崎
南
亭
（
表
１
‐
７
）、
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表１　権右衛門と交流したことがある医師（注１）

番号 医師名 居住地（注２） 診察の有無（注３） 交流の内容（注４） 交流期間（注５）

１ 益永栄三 南上町（氷見町内） × 雑談・参詣・将棋・書物
の話・相法・俳諧

文政10（1827）年～
嘉永２（1849）年

２ 昇斉 乱橋村 × 国泰寺のことにつき相談 文政10（1827）年

３ 浅野泰仲 薮田村 △ 雑談 文政10（1827）年～
嘉永２（1849）年

４ 岡田随筌 富山藩城下 × 学問の話、書物の講釈 文政11（1828）年
５ 渡辺晋哉 川尻出村 △ 診察のみ 天保２（1831）年
６ 正雄 高岡 × 祭礼・雑談 天保３（1832）年

７ 宮崎南亭 本川町（後に中町に転
居）（どちらも氷見町内）○

観光・雑談・俳諧・文章
の話・薬師講

天保３（1832）年～
安政６（1859）年

８ 原長輔 金沢 × 食事 天保４（1833）年
９ 大井玄洞 金沢 × 食事 天保４（1833）年
10 玉垣元禎 富山の町医 × 天文や暦学 天保６（1835）年

11 土岐庄太夫 金沢カ（奥村内膳の医
師） × 俳諧・面会・遊興 天保７（1836）年

12 中西了貞 金沢カ（村井氏の医師）× 食事 天保７（1836）年

13 河崎禎碩 川尻出村 ○ 診察のみ 天保９（1838）年～
天保11（1840）年

14 原孝順（原長輔の
息子） 氷見 × 面会 天保９（1838）年

15 元柳 能州井田 × 諸国の話・文芸の話 天保10（1839）年
16 村田元良 飯田 ○ 雑談 天保11（1840）年
17 楠野磋中 富山 × 家相・山水画・方位 天保15（1844）年

18 吉田公均 小竹村（高岡） × 画事 弘化２（1845）年～
嘉永３（1850）年

19 冷木文庵 今浜 × 書画会 嘉永元（1848）年
20 莞山 不明 × 文芸の話 嘉永３（1850）年

21 長崎懶石 （高岡ヵ） ○ 診察のみ 嘉永５（1852）年～
安政３（1856）年

22 三十三ヶ村の医師 不明 △ 家族の診察のみ 嘉永５（1852）年

23 藤井東一 不明 ×（縮所入所者
の診察のみ） 縮所入所者の診察のみ 安政２（1855）年

24 南謙斉 不明 ○ 診察のみ 安政４（1857）年～
安政６（1859）年

25 宮城栄順 不明 ×（縮所入所者
の診察のみ） 縮所入所者の診察のみ 安政４（1857）年

26 橋本喬山 不明 ○ 診察のみ 安政６（1859）年

注１：「応響雑記」より作成。
注２： 「居住地」欄には医師の居住場所を示した。よって、権右衛門と医師が交流した場所でない場合もある。例えば、正

雄（表１－６）は高岡居住の医師だが、権右衛門とは氷見で面会している。
注３： ○は権右衛門を診察したと明記している場合。△は権右衛門の家族を診察したと明記している場合。×は権右衛門家

を診察したと明記していない場合。
注４：「交流の内容」欄には、診察以外に交流した出来事を示した。
注５：「交流期間」欄には、医師の名が「応響雑記」に記載された最初の年と最後の年を記載。
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河
崎
禎
碩
（
表
１
‐
13
）、
村
田
元
良
（
表
１
‐
16
）、
長
崎
懶
石
（
表
１
‐
21
）、

「
三
十
三
ケ
村
」
の
医
師
（
表
１
‐
22
）、
南
謙
斉
（
表
１
‐
24
）、
橋
本
喬
山
（
表

１
‐
26
）
の
九
人
に
過
ぎ
な
い
。
残
り
の
医
師
の
多
く
は
、
将
棋
・
書
物
の
話
・

参
詣
・
俳
諧
な
ど
、
文
化
的
な
付
き
合
い
の
み
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
益
永
栄
三

（
表
１
‐
１
）
は
、
権
右
衛
門
と
二
〇
年
余
り
の
交
流
が
あ
っ
た
が
、
診
察
を

し
た
記
述
は
確
認
で
き
ず
、
将
棋
・
俳
諧
な
ど
を
介
し
て
交
流
し
た
。

　

権
右
衛
門
は
、
医
療
情
報
を
医
師
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
と
「
応
響
雑
記
」

に
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
権
右
衛
門
が
多
く
の
医
師
と
面

識
が
あ
り
、
診
察
を
し
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
分
野
の
話
を
し
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
医
師
か
ら
も
医
療
情
報
を
入
手
し
た
可
能
性
は
、
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
の
医
療
情
報
の
入
手
方
法
は
、
知
人
か
ら
教
え
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

【
表
２
】
に
、
医
療
情
報
を
教
え
た
人
物
の
名
前
と
職
業
、
具
体
的
な
情
報
の

内
容
な
ど
を
ま
と
め
た
。【
表
２
】
か
ら
分
か
る
通
り
、
知
人
か
ら
医
療
情
報

を
教
え
て
も
ら
っ
た
事
例
は
、
全
部
で
一
二
例
確
認
で
き
る
）
43
（

。

　
【
表
２
】
よ
り
、
次
の
二
点
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
は
、
医
療
情
報
を
権
右

衛
門
に
伝
え
た
人
物
の
職
業
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
加
納
屋
七
右
衛

門
（
表
２
‐
２
）
の
よ
う
に
、
薬
種
屋
を
営
ん
で
い
て
、
医
薬
の
専
門
知
識
を

有
す
る
者
だ
け
で
な
く
、
上
庄
屋
六
三
郎
（
酒
造
業
、
表
２
‐
１
・
７
）、
柏

木
庄
太
夫
（
奉
行
所
の
与
力
、
表
２
‐
６
）、
方
丈
（
国
泰
寺
住
職
、
表
２
‐
９
）、

米
室
白
裕
（
陰
陽
道
触
頭
、
表
２
‐
12
）
な
ど
、
様
々
な
職
業
の
者
が
権
右
衛

門
に
医
療
情
報
を
伝
え
て
い
た
。

　

第
二
は
、
医
療
情
報
の
内
容
の
多
様
さ
で
あ
る
。
教
え
て
も
ら
っ
た
情
報
が

ど
ん
な
病
気
に
対
し
て
効
果
が
あ
る
か
分
類
を
し
て
み
る
と
、
歯
が
疼
く
時
の

治
療
法
が
二
例
（
表
２
‐
１
・
２
）、
コ
レ
ラ
（
下
痢
や
嘔
吐
な
ど
を
催
す
病
気
）

の
治
療
法
が
二
例
（
表
２
‐
11
・
12
）、
脚
気
（
足
の
感
覚
が
麻
痺
し
た
り
、

脛
に
む
く
み
が
で
き
た
り
す
る
）
の
治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
３
）、
痢
病
の

治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
４
）、
便
通
の
薬
が
一
例
（
表
２
‐
５
）、
疝
の
治
療

法
が
一
例
（
表
２
‐
６
）、
淋
病
の
治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
７
）、
消
渇
（
の

ど
が
渇
い
て
小
便
が
通
じ
な
く
な
る
病
気
）
の
治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
７
）、

出
血
を
止
め
る
治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
７
）、
蜘
蛛
の
毒
を
消
す
治
療
法
が

一
例
（
表
２
‐
８
）、
破
傷
風
（
全
身
の
筋
肉
が
痙
攣
す
る
病
気
）
の
治
療
法

が
一
例
（
表
２
‐
８
）、
面
疔
（
顔
面
に
腫
物
を
催
す
病
気
）
の
治
療
法
が
一

例
（
表
２
‐
９
）、
し
ゃ
っ
く
り
の
治
療
法
が
一
例
（
表
２
‐
10
）
と
な
っ
て

い
る
。
特
定
の
病
気
の
対
処
法
や
治
療
法
を
教
え
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

色
々
な
病
気
の
対
処
法
や
治
療
法
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。

　

以
上
よ
り
、
権
右
衛
門
は
、
医
師
や
知
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
、

医
療
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
医
師
や
薬
種

屋
か
ら
医
療
情
報
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
有
力
町
人
、
僧
侶
、
役

人
層
で
は
、
専
門
的
な
職
業
で
な
い
者
で
も
、
様
々
な
病
気
を
治
す
方
法
を

知
っ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
入
手
し
た
医
療
情
報
を
互
い
に
伝

達
し
あ
っ
て
い
た
。
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表２　医療情報を教えた人物の名前とその内容（注１）

番号 記述年月日 情報を教えた人物の名前 情報の内容

１ 文政10（1827）年
８月３日 上庄屋六三郎（酒造業） 歯が疼く時の治療法。松の葉もしくは大根を用いる。

２ 文政11（1828）年
４月26日

加納屋七右衛門（蔵宿及
び薬種店） 歯が疼く時の治療法。塩、砂糖を用いる。

３ 文政13（1830）年
２月26日 立野屋仁右衛門（町年寄） 脚気（足の感覚が麻痺したり、脛にむくみができたりする病

気）や足の病気の治療法。灰、炭を用いる。

４ 天保７（1836）年
10月３日 弥右衛門（金沢居住） 痢病の予防薬。芥

け

子
し

殻
がら

（からしなの種子の外側）、大
おお

棗
なつめ

（大
きいなつめ）、甘

かん

草
ぞう

（マメ科の多年草）を用いる。

５ 天保９（1838）年
８月10日 夢の中（宮崎南亭） 下剤の薬の製法。大

だい

黄
おう

（タデ科の多年草）、芍
しゃく

薬
やく

（キンボウ
ゲ科の多年草）、石膏を用いる。

６ 弘化２（1845）年
５月13日

柏木庄太夫（今石動奉行
所与力） 疝の薬の製法。松の葉と酒を用いる。

７ 弘化４（1847）年
10月15日 上庄屋六三郎

淋
りん

病
びょう

（性病の一種）、消
しょう

渇
かち

（のどが渇いて小便が通じなくな
る病気）を治療する薬。栗のいがと燈心（燈

とう

心
しん

草
ぐさ

のことか。
いぐさのこと）と水を煎じて用いる。山吹の花は、生でも陰
干にしたものでも切り傷の血を止める効果がある。

８ 嘉永４（1851）年
８月５日 甚助

蜘蛛の毒を消す方法や破傷風（破傷風菌によって発症する病
気。全身の筋肉が痙攣する病気）の治療法。蜘蛛の毒を消す
には、貝

ばい

母
も

（ユリ科の多年草）の粉末を服用すれば治る。破
傷風には虎

いた

杖
どり

（タデ科の多年草）を煎じて服用すれば治る。

９ 安政３（1856）年
８月17日 方丈（国泰寺住職）

面
めん

疔
ちょう

（顔面にできた腫物）の治療薬。雉の頭や首の黒焼と、
500年前～600年前から無事に存続している寺社の床下の土を
調合して、患部につければ、痛みが無くなり治る。これは秘
法である。

10 安政４（1857）年
７月９日

源常屋宇左衛門（蔵宿及
び質屋茶売店）

しゃっくりなどを止める方法。しゃっくりをしている人の頭
上か額へ「水」という字を指先で書けば止まる。他の人にし
らせてはいけない。

11
安政５（1858）年
８月28日

権右衛門の妻

コレラ対策の薬やまじない。青葉藿
かっ

香
こう

（シソ科の多年草）、
薄荷（シソ科の多年草）、茵

いん

陳
ちん

（キク科の多年草）、コロンボ
（ツヅラフジ科のつる性多年草）を用いる。コロンボが無け
れば、唐木

もっ

香
こう

（キク科の多年草）を用いる。まじないとして
は、八つ手の葉、唐辛子、杉の葉、赤紙と赤い絹糸を居間に
釣る。文政５年にコレラが流行した時に、栄養食として、お
から汁に梅干を一つ入れて食べた。

12 安政５（1858）年
９月15日

米室白裕（加越能土御門
家陰陽道触頭）

コレラの薬の製法。雄
ゆう

黄
おう

（天然産の砒素の硫化物）、白述
（朮
おけら

（キク科の多年草）の若い根の外皮を取り除いた生薬）、
菖蒲、雌黄（砒素の硫化鉱物）、皀

さい

莢
かち

（マメ科の落葉高木）、
龍
りゅう

骨
こつ

（古生物の骨の化石）、白
びゃく

芷
し

（セリ科の多年草）、虎頭骨、
鬼
き

臼
きゅう

（メギ科の多年草）・蕪荑（モクレン科の落葉高木）を
用いる。また、朝夕１粒ずつ、家の中で焼いて、香りを嗅げ
ば、病気は伝染しない。

注１：「応響雑記」より作成。
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第
三
章
　
書
物
か
ら
の
医
療
情
報
の
入
手

　

権
右
衛
門
は
、
書
物
か
ら
も
医
療
情
報
を
入
手
し
て
い
た
。
権
右
衛
門
は
、

し
ば
し
ば
歴
史
・
漢
詩
・
医
療
情
報
な
ど
、
書
物
か
ら
得
た
様
々
な
知
識
を
「
応

響
雑
記
」
に
書
写
し
て
い
た
。
医
療
情
報
に
関
し
て
は
、【
表
３
】
に
掲
げ
た

書
物
の
一
部
分
を
書
写
し
て
い
た
）
44
（

。

　

書
物
か
ら
医
療
情
報
を
入
手
す
る
際
、
参
照
す
る
書
物
の
分
類
と
し
て
、
最

初
に
医
学
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
に
、
権
右
衛
門
は
、
上
総
の
医
師
田
村
（
津

田
）
玄
仙
が
著
し
た
医
療
の
手
引
書
『
療
治
茶
談
』
中
の
一
部
分
を
書
き
写
し

て
い
た
）
45
（

。【
表
４
】
は
、
医
療
情
報
を
「
応
響
雑
記
」
に
記
述
し
た
年
月
日
・

引
用
し
た
書
物
の
名
・
医
療
情
報
の
内
容
を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。
権
右
衛
門

は
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
一
一
月
四
日
条
・
同
月
一
七
日
条
・
一
二
月
五

日
条
・
同
月
一
一
日
条
・
同
月
一
九
日
条
（
表
４
‐
19
〜
23
）
に
、『
療
治
茶
談
』

に
載
っ
て
い
る
、
疝
（
腹
痛
）
の
薬
や
治
療
法
に
つ
い
て
記
し
、
同
月
二
〇
日

条
（
表
４
‐
24
）
に
、
梅
毒
な
ど
性
病
を
治
す
薬
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
）
46
（

。

こ
の
よ
う
に
、
医
学
書
か
ら
医
療
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と

い
え
る
。

　

た
だ
し
、【
表
３
】
の
通
り
、
権
右
衛
門
は
、『
華か

実じ
つ

年と
し

浪な
み

草ぐ
さ

』、『
月
令
博
物

筌
』、『
し
を
り
萩
』、『
五
雑
組
』、『
慎
思
録
』、『
白
氏
文
集
』、『
空く
う

華げ

談だ
ん

叢そ
う

』、

『
葛か
つ

原げ
ん

詩
話
』、『
牛
馬
問
』、『
療
治
茶
談
』
の
計
一
〇
冊
の
書
物
か
ら
医
療
情

報
を
入
手
し
て
、「
応
響
雑
記
」
に
記
述
し
て
い
た
。【
表
３
】
の
「
分
類
」
欄

を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
右
の
一
〇
冊
の
書
物
の
中
で
、

医
学
書
の
分
類
は
、
前
述
の
『
療
治
茶
談
』
だ
け
で
あ
る
。
残
り
の
九
冊
は
、

俳
諧
書
や
漢
学
書
な
ど
医
療
の
分
類
に
当
て
は
ま
ら
な
い
書
物
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
つ
の
か
、
ま

た
、「
応
響
雑
記
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
以

下
に
述
べ
る
。

　
『
華
実
年
浪
草
』
は
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
に
成
立
し
た
俳
諧
書
で
、

著
者
は
三
余
斎
麁そ

文ぶ
ん

で
あ
る
）
47
（

。
多
数
の
文
献
を
引
い
て
、
季
語
を
詳
し
く
考
証

し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。「
応
響
雑
記
」
で
は
、
文
政
一
一
（
一
八
二
八
）

年
一
〇
月
二
八
日
条
（
表
４
‐
１
）
に
弟お
と

切ぎ
り

草そ
う

（
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
科
の
多
年
草
）

が
鷹
の
良
薬
と
な
っ
た
由
来
、
同
一
三
年
七
月
一
一
日
条
（
表
４
‐
８
）
に
眼

病
を
予
防
す
る
方
法
、
同
月
一
二
日
条
（
表
４
‐
９
）
に
梅
を
食
べ
て
歯
が
痛

む
時
の
対
処
法
、
同
月
二
九
日
条
（
表
４
‐
10
）
に
瘟
疫
（
流
行
性
の
熱
射
病
）

の
予
防
法
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
一
〇
月
一
六
日
条
（
表
４
‐
11
）
に
雪

や
け
・
し
も
や
け
の
対
処
法
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
一
月
五
日
条
（
表
４

‐
25
）、
同
月
一
三
日
条
（
表
４
‐
26
）
に
諸
病
を
取
り
除
く
方
法
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
て
い
る
）
48
（

。

　
『
月
令
博
物
筌
』
と
は
、『
改
正
月
令
博
物
筌
』
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。『
改

正
月
令
博
物
筌
』
は
、
鳥と
り

飼が
い

洞ど
う

斎さ
い

が
著
し
た
俳
諧
書
で
あ
る
）
49
（

。
文
化
五
（
一
八

〇
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
内
容
や
形
式
は
、
各
月
と
も
初
め
に
そ
の
月
の
干

支
・
八
卦
（
易
の
記
号
）・
異
名
な
ど
を
記
し
、
そ
の
後
ろ
に
、
日
令
・
月
令
（
月

ご
と
の
自
然
現
象
、
行
事
、
儀
式
、
農
作
業
な
ど
を
記
す
、
時
令
と
も
い
う
）・
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草
木
・
生
類
・
必
用
の
部
門
別

に
語
を
あ
げ
て
、
和
漢
の
詩
歌

な
ど
を
引
用
し
て
い
る
。「
応

響
雑
記
」
で
は
、
文
政
一
二

（
一
八
二
九
）
年
一
月
二
一
日

条
（
表
４
‐
２
）
に
病
気
の
予

防
法
二
つ
、
口
中
薬
、
瘧
（
悪

寒
や
発
熱
が
定
期
的
に
起
こ
る

病
気
）
の
薬
、
淋
病
（
性
病
の

一
種
）
の
薬
二
つ
、
難
産
の
薬
、

母
乳
を
出
す
薬
、
暑
気
あ
た
り

の
薬
、
諸
病
の
薬
の
計
一
〇
項

目
の
医
療
情
報
に
つ
い
て
、
同

月
二
二
日
条
（
表
４
‐
３
）
に

霍か
く

乱ら
ん

（
暑
気
あ
た
り
や
吐
瀉
を

催
す
病
気
）
の
薬
、
あ
せ
も
の

薬
、
痣あ
ざ

の
薬
、
い
ぼ
を
取
り
除

く
薬
に
つ
い
て
、
同
月
二
三
日

条
（
表
４
‐
４
）
に
眼
の
治
療

薬
、
長
寿
の
薬
、
耳
の
薬
に
つ

い
て
、
同
月
二
四
日
条
（
表
４

‐
５
）
に
万
病
を
治
す
薬
、
し

表３　「応響雑記」に記述されている医療情報の出典となる書物（注１）

書名 著者 成立年代 分類（注２） 内容、特色 「応響雑記」に引用された年月日

『華
か

実
じつ

年
とし

浪
なみ

草
ぐさ

』
三余斎麁

そ

文
ぶん 天明３（1783）年 俳諧 多数の文献を引いて

季語を詳しく考証。

文政11（1828）年10月28日／文政13
（1830）年７月11日・12日・29日／
天保２（1831）年10月16日／安政５
（1858）年１月５日・13日

『改正月令博物筌』鳥
とり

飼
がい

洞
どう

斎
さい

文化５（1808）年 俳諧
各月の干支や草木な
ど部門別に語をあ
げ、関係詩歌を引用。

文政12（1829）年１月21日～24日

『しをり萩』（注３） 中堀僖庵 元禄５（1692）年 辞書 連歌俳諧に用いる語
をいろは順に解釈。 文政12（1829）年10月２日・18日

『五雑組』 謝
しゃ

肇
ちょう

淛
せい 万暦47（＝元和５
（1619））年 随筆 天文・地理、動植物

などについて論述。 天保３（1832）年12月８日

『慎思録』 貝原益軒 正徳４（1714）年 漢学
学問上の随想、論評
を最晩年に編集した
書。

天保７（1836）年10月11日

『白
はく

氏
し

文
もん

集
じゅう

』 白居易 会昌５（＝承和12
（845））年 詩文集 白居易が著した詩文

集。 天保７（1836）年12月２日

『空
くう

華
げ

談
だん

叢
そう

』 諦
たい

忍
にん

天明６（1786）年 真言 仏教や世俗の事例に
ついての問答形式。 天保10（1839）年12月３日

『葛
かつ

原
げん

詩話』 六
りく

如
にょ

前編は、天明７
（1787）年、後編は
文化元（1804）年

漢詩文
詩材となる語句を中
国文献などから抄出
し、考証を加えた。

天保14（1843）年９月15日

『牛馬問』 新井白蛾 宝暦６（1756）年 随筆 著者が見聞したこと
を書いた。

弘化２（1845）年１月29日・２月18
日

『療治茶談』 田村（津
田）玄仙 文化６（1809）年 医学 医療の手引書。 嘉永５（1852）年11月４日・17日・

12月５日・11日・19日・20日

注１： 『補訂版　国書総目録』全８巻（岩波書店、1989～1990年）、尾形仂・小林祥次郎編『近世後期歳時記本文集成並びに
総合索引』（勉誠社、1984年）、福井久蔵『連歌の史的研究　後編』（成美堂書店、1931年）、岩城秀夫「解説」（謝肇淛著、
岩城秀夫訳『五雑組１』（平凡社、1996年）、久須本文雄『貝原益軒　処世訓─「慎思録」88のおしえ』（講談社、1989年）、
川口高風「諦忍律師の『空華談叢』について」（『愛知学院大学教養部紀要』43巻２号、1996年１月）、『日本国語大辞
典　第二版　第三巻』（小学館、2001年）「葛原詩話」、北川博邦「解題」（日本随筆大成編輯部編『日本随筆大成〈第
三期〉10』（吉川弘文館、1977年））、藤井美樹「解説」（大塚敬節・矢数道明編『近世漢方医学書集成　72　津田玄仙（一）』
（名著出版、1983年））を参考にして作成。

注２： 「分類」の欄について、『五雑組』と『白氏文集』以外の書物は、前掲『補訂版　国書総目録』全８巻に記載されてい
る分類に依拠した。

注３： 『補訂版国書総目録　第一巻』（岩波書店、1989年）では、『荻のしをり』という書名で紹介されている。



935（376）

表４　医療情報を記述した年月日・引用した書物・内容（注１）

番号 記述年月日 書　　名 内　　　　　容

１ 文政11年10月28日『華実年浪草』 弟
おと

切
ぎり

草
そう

（オトギリソウ科の多年草）が鷹の良薬となった由来。

２ 文政12年１月21日『月令博物筌』（『改
正月令博物筌』）

無病になるための方法（２項目）。／口中薬。／瘧
おこり

（悪寒や発熱が
定期的に起こる病気）の薬。／痳

りん

病
びょう

（性病の一種）の薬（２項目）。
／難産の薬。／母乳を出す薬。／暑気あたりの薬。／諸病の薬。

３ 文政12年１月22日『月令博物筌』（『改
正月令博物筌』）

霍
かく

乱
らん

（暑気あたりや吐瀉を催す病気）の薬。／あせもの薬。／痣の
薬。／いぼを取り除く薬。

４ 文政12年１月23日『月令博物筌』（『改
正月令博物筌』） 眼の治療薬。／長寿の薬。／耳の薬。

５ 文政12年１月24日『月令博物筌』（『改
正月令博物筌』）

万病を治す薬。／しもやけの薬。／ひびの薬。／ふぐの毒に当たっ
た時の薬。／解熱・解毒薬。

６ 文政12年10月２日『しをり萩』
つつじの木は馬の薬となり、馬

あ

酔
せ

木
び

（ツツジ科の常緑低木）は馬の
毒となる。

７ 文政12年10月18日『しをり萩』 宇賀神は疾病を除く。

８ 文政13年７月11日『華実年浪草』 夜間に書を読む時に、石
せき

菖
しょう

蒲
ぶ

（サトイモ科の多年草）を用いれば、
目を患うことが無い。

９ 文政13年７月12日『華実年浪草』 梅を食べて歯が痛む時の対処法。

10 文政13年７月29日『華実年浪草』 『漢書礼儀志』に記載されている瘟疫（流行性の熱射病）の予防法。

11 天保２年10月16日『華実年浪草』 雪やけ、しもやけの対処法。

12 天保３年12月８日『五雑組』 珍味を嗜む者は、必ず病気になる。

13 天保７年10月11日『慎思録』 「省察」は問診と脈の検査をして病を知ること。／「克治」は、鍼
灸薬石で病に対処すること。

14 天保７年12月２日『白氏文集』 豆
とう

苗
みょう

（エンドウの若芽）に含まれている毒を分解する方法について。

15 天保10年12月３日『空華談叢』 凌
のう

霄
ぜん

花
かずら

（ノウゼンカズラ科のつる性落葉木）の毒性について。

16 天保14年９月15日『葛原詩話』 入れ歯について記述。最近では、入れ歯を仕事とする医師もいる。

17 弘化２年１月29日『牛馬問』 ホウノ木と梅干が持つ毒性について。／河豚の毒に当たった時の対
処法。

18 弘化２年２月18日『牛馬問』 烏賊の墨は、色々な蛇の毒を分解する。

19 嘉永５年11月４日『療治茶談』 疝の薬、治療法について。

20 嘉永５年11月17日『療治茶談』 疝の薬、治療法について。

21 嘉永５年12月５日『療治茶談』 疝の薬、治療法について。

22 嘉永５年12月11日『療治茶談』 疝の薬、治療法について。

23 嘉永５年12月19日『療治茶談』 疝の薬、治療法について。

24 嘉永５年12月20日『療治茶談』 梅毒など性病の薬について。

25 安政５年１月５日『華実年浪草』

『公事根源』によると、一人が屠蘇を飲めば一家に病気は起こらず、
一家で屠蘇を飲めば一里の範囲内で病気は発生しない。『江次第』
で言うことには、「御酒」を「三寸」と読む者が酒を飲めば、邪気
が皮膚から除かれる。

26 安政５年１月13日『華実年浪草』 元日に藁などで結んだ小鯛を竃の上にかけて、６月１日に食べれ
ば、温疫、痢病や諸病の邪気を取り除くことができる。

注１：「応響雑記」より作成。
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も
や
け
の
薬
、
ひ
び
の
薬
、
ふ
ぐ
の
毒
に
当
た
っ
た
時
の
薬
、
解
熱
・
解
毒
薬

に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
）
50
（

。

　
『
し
を
り
萩
』
は
、
俳
人
中
堀
僖
庵
が
著
し
た
書
物
で
、
辞
書
に
分
類
さ
れ
る
。

元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
に
成
立
し
た
）
51
（

。「
応
響
雑
記
」
で
は
、
文
政
一
二
（
一

八
二
九
）
年
一
〇
月
二
日
条
（
表
４
‐
６
）
に
つ
つ
じ
の
木
は
馬
の
薬
と
な
り
、

馬あ

酔せ

木び

（
ツ
ツ
ジ
科
の
低
木
）
は
馬
の
毒
と
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
同
月
一
八

日
条
（
表
４
‐
７
）
に
宇
賀
神
は
疾
病
を
除
く
神
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
）
52
（

。

　
『
五
雑
組
』
は
、
明
の
役
人
謝し
ゃ

肇ち
ょ
う

淛せ
い

が
一
六
一
九
年
に
著
し
た
随
筆
書
で
、

天
文
暦
数
・
地
理
・
美
術
・
動
植
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
内
容
が
記
述
さ
れ

て
い
る
）
53
（

。
権
右
衛
門
は
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
一
二
月
八
日
条
（
表
４
‐

12
）
に
、
珍
味
を
嗜
む
者
は
必
ず
病
気
に
な
る
と
記
し
て
い
る
）
54
（

。

　
『
慎
思
録
』
は
、
貝
原
益
軒
が
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
に
著
し
た
漢
学
書

で
あ
る
。
哲
学
・
倫
理
・
道
徳
・
政
治
・
修
養
・
処
世
そ
の
他
に
つ
い
て
、
自

ら
の
見
解
を
漢
文
で
記
し
て
い
る
）
55
（

。「
応
響
雑
記
」
に
は
、天
保
七
（
一
八
三
六
）

年
一
〇
月
一
一
日
条
（
表
４
‐
13
）
に
、「
省
察
」
と
は
、
問
診
と
脈
の
検
査

を
し
て
病
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、「
克
治
」
は
、
鍼
灸
薬
石
で
病
に
対
処
す
る

こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
）
56
（

。

　
『
白
氏
文
集
』
は
、
唐
の
詩
人
白
居
易
の
詩
文
を
集
め
た
書
物
で
、
八
四
五

年
に
成
立
し
た
。「
応
響
雑
記
」
で
は
、
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
一
二
月
二

日
条
（
表
４
‐
14
）
に
、
豆と
う

苗み
ょ
う（
エ
ン
ド
ウ
の
若
芽
）
が
持
つ
毒
を
分
解
す
る

方
法
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
）
57
（

。

　
『
空
華
談
叢
』
は
、
諦た
い

忍に
ん

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
学
僧
）
が
著
し
た
書
物

で
あ
る
。
内
容
は
、
仏
教
や
世
俗
に
ま
つ
わ
る
僧
俗
の
問
い
に
、
諦
忍
が
答
え

る
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
）
58
（

。「
応

響
雑
記
」
で
は
、
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
一
二
月
三
日
条
（
表
４
‐
15
）

に
、
凌の
う

霄ぜ
ん

花か
ず
ら（

ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
の
つ
る
性
落
葉
木
）
が
持
つ
毒
性
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
）
59
（

。

　
『
葛
原
詩
話
』
は
、
六り
く

如に
ょ

（
江
戸
時
代
中
期
の
漢
詩
人
か
つ
天
台
宗
の
僧
）

が
著
し
た
漢
詩
文
集
で
あ
る
。
前
編
は
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
、
後
編
は
文

化
元
（
一
八
〇
四
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
詩
材
と
な
る
語
句
を
中
国
文
献
な
ど

か
ら
抄
出
し
、
そ
の
出
所
・
考
証
を
記
し
て
い
る
）
60
（

。「
応
響
雑
記
」
で
は
、
天

保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
九
月
一
五
日
条
（
表
４
‐
16
）
で
、
入
れ
歯
に
つ
い

て
記
述
し
、
入
れ
歯
を
仕
事
と
す
る
医
師
の
存
在
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
）
61
（

。

　
『
牛
馬
問
』
は
、
新
井
白
蛾
（
江
戸
時
代
の
学
者
）
が
著
し
た
随
筆
書
で
あ
る
。

白
蛾
が
見
聞
し
た
様
々
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年

に
刊
行
さ
れ
た
）
62
（

。「
応
響
雑
記
」
で
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
一
月
二
九

日
条
（
表
４
‐
17
）
に
、
ホ
ウ
ノ
木
と
梅
干
の
毒
性
や
、
河
豚
の
毒
に
当
た
っ

た
時
の
対
処
法
を
記
し
、
同
年
二
月
一
八
日
条
（
表
４
‐
18
）
に
、
烏
賊
の
墨

に
は
蛇
の
毒
を
分
解
す
る
作
用
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
）
63
（

。

　

上
記
の
通
り
、
権
右
衛
門
が
医
療
情
報
を
獲
得
す
る
引
用
元
と
な
っ
た
書
物

の
分
類
は
、
俳
諧
が
『
華
実
年
浪
草
』
と
『
改
正
月
令
博
物
筌
』
の
二
冊
、
随

筆
が
『
五
雑
組
』
と
『
牛
馬
問
』
の
二
冊
、
漢
詩
文
類
が
『
白
氏
文
集
』
と
『
葛

原
詩
話
』
の
二
冊
、
辞
書
が
『
し
を
り
萩
』
の
一
冊
、
漢
学
が
『
慎
思
録
』
の

一
冊
、
真
言
宗
が
『
空
華
談
叢
』
の
一
冊
、
医
学
が
『
療
治
茶
談
』
の
一
冊
、
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と
医
学
書
以
外
の
分
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
、
医
療
情
報

を
書
物
か
ら
入
手
す
る
際
は
、
医
学
書
か
ら
入
手
す
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
右
衛
門
は
、
医
学
書
以
外
の
様
々
な
種
類
の
書
物
か
ら
も
医
療
情

報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
服
部
敏
良
氏
は
、
医
師
が
仮
名
草
子
を
著
し

て
い
る
こ
と
や
、
医
師
で
な
い
人
が
著
し
た
文
芸
作
品
に
お
い
て
も
医
師
の
姿

が
描
か
れ
て
い
た
り
、
医
療
情
報
が
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
医
師
と
文

学
の
関
係
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
）
64
（

。
そ
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
た
「
応
響
雑
記
」

の
事
例
よ
り
、
医
学
書
の
分
類
で
は
な
い
書
物
か
ら
も
、
実
際
に
読
者
が
医
療

情
報
を
入
手
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

医
学
書
以
外
の
書
物
の
医
療
情
報
は
、
ど
の
よ
う
に
「
応
響
雑
記
」
に
引
用

さ
れ
て
い
た
の
か
、
一
例
と
し
て
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
一
〇
月
一
六
日

の
記
述
（
表
４
‐
11
）
を
以
下
に
示
す
。
前
述
の
よ
う
に
、
権
右
衛
門
は
、『
華

実
年
浪
草
』
よ
り
、
雪
や
け
の
対
処
法
に
つ
い
て
抜
粋
し
て
い
た
）
65
（

。

十
六
日
（
中
略
）
年
浪
草
雪
や
け
の
条
下
、
茄
子
ノ
根
を
煎
湯
に
し
て
、

足
を
浴
す
れ
ハ
能
く
治
す
云
々
、
又
、
如
神
散
治w

ス

凍
瘡a

皮
爛
レ

不p
ル
ヲ

可p

カ
ラ

忍
フ

大
黄
細
末
新
水
ニ

調
ヘ

塗w

ル

瘡
上q

ニ

、
痛
ミ

止
ム
コ
ト

立
処
ニ

効
ア
リ
云
々
、

　

続
い
て
、
引
用
元
の
『
華
実
年
浪
草
』
の
雪
や
け
の
条
を
左
に
示
す
）
66
（

。

雪
や
け　

瘃
シ
モ
ヤ
ケ

同
症
□
（
判
読
不
明
）文
瘃
ハ

之
六
ノ

切
音
□
（
判
読
不
明
）手
足
ノ

凍シ
モ

瘡ヤ
ケ

、
○
凍シ
モ

凡ヤ
ケ

同
寒
剣
ニ

也
冬
月
凍
傷
成p

ル

瘡
ト

流p

ス

水
、
俉
呼
テ

為w

凍
瘡q

ト

、
○
前
漢
趙
充

国
伝
ニ

曰
、
瘃
堕
之
患
注
師
古
ヵ

曰
、
因p

テ

寒
瘃
而
堕p

ス

掯
ヲ

、
○
楊
升
菴
文

集
ニ

曰
、
竃
瘃
足
跟
凍
瘡
也
、
茄
子
ノ

根
ヲ

煎
湯
ニ
シ
テ

、
以
テ

浴p

ス
レ
バ

足
ヲ

能
ク

治
ス

、

○
或
ハ

方
ニ

生
附
散
治w

ス

凍
瘡
ノ

爛
痛q

ヲ

、
生
附
子
ヲ

為p

シ
テ

末
ト

麪
水
ニ

調
付
ル
ニ

也
、

白
蘞
散
凍
耳
治p

ス

瘡
ヲ

、
黄
柏
白
斂
各
五
銭
目
右
為p

シ
テ

末
ト

塩
陽
ニ

洗
テ

、
後
ニ

油
調
シ
テ

付p

之
、
如
神
散
治w

ス

凍
瘡
ノ

皮
爛
レ
テ

不o

ル
ヲ

可p

カ
ラ

忍
大
黄
細
末
新
水
二

調
ヘ

塗w

ル

瘡
上q

ニ

、
痛
止
ム
コ
ト

立
処
ニ

効
ア
リ

、

　

引
用
元
の
『
華
実
年
浪
草
』
で
は
、
前
半
部
分
に
「
雪
や
け
」
に
関
連
し
て

「
凍
瘡
」
の
由
来
に
つ
い
て
記
し
、
後
半
部
分
に
治
療
法
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

一
方
、「
応
響
雑
記
」
に
は
、
雪
や
け
の
治
療
法
の
み
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、

権
右
衛
門
は
、『
華
実
年
浪
草
』
雪
や
け
の
条
の
後
半
部
分
を
引
用
し
た
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
治
療
法
全
て
を
引
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
茄
子
の
根
を

用
い
た
治
療
法
、
如
神
散
を
用
い
た
治
療
法
、
大
黄
の
粉
末
を
用
い
た
治
療
法

の
み
を
記
述
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
権
右
衛
門
は
、
治
療
法
の
取
捨
選
択
を
し

な
が
ら
、「
応
響
雑
記
」
に
情
報
を
書
き
留
め
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
書
物
の
入
手
方
法
で
あ
る
が
、
明
確
に
記
し
て
い
な
い
場
合
が
多

い
。
だ
が
、
自
ら
の
蔵
書
で
あ
っ
た
り
、
他
人
か
ら
借
り
た
本
を
書
写
し
た
り

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
華
実
年
浪
草
』
は
、
複
数
年
に
わ
た
っ
て

断
続
的
に
「
応
響
雑
記
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
権
右
衛
門
が
俳
諧
に

大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
権
右
衛
門
の
蔵
書
と
み
な

し
て
良
い
だ
ろ
う
。
一
方
、『
療
治
茶
談
』
に
つ
い
て
は
、
権
右
衛
門
が
「
先

頃
余
川
屋
ゟ
療
治
茶
談
と
申
本
の
内
、
四
編
目
壱
冊
南
総
田
村
玄
仙

兼
詮
撰
ト
ア
り
借
受
見
申
内
抜
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67
（

」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
、
知
人
の
余
川
屋
（
質
屋
と
苧
絈
売
買
を
営
む
）

か
ら
借
り
た
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
権
右
衛
門
は
、【
表
４
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
医
療
情

報
を
、「
応
響
雑
記
」
に
記
述
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
明
確

な
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
事
例
が
「
応
響
雑
記
」
中
に
見
ら
れ
る
。

前
述
の
通
り
、
権
右
衛
門
は
、
嘉
永
五
（
一
八
五
三
）
年
一
一
月
〜
一
二
月
（
表

４
‐
19
〜
23
）
に
計
五
回
に
わ
た
り
、『
療
治
茶
談
』
か
ら
疝
の
治
療
薬
に
つ

い
て
抜
書
し
て
い
る
。
実
は
権
右
衛
門
は
、
同
年
の
九
月
上
旬
に
疝
を
患
っ
て

い
て
、
医
師
の
南
亭
や
長
崎
懶
石
）
68
（

の
診
察
を
受
け
る
ほ
ど
重
症
だ
っ
た
）
69
（

。

　

そ
の
た
め
、
権
右
衛
門
は
、
同
年
一
一
月
四
日
条
に
、『
療
治
茶
談
』
中
の

疝
の
治
療
法
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
そ
の
末
尾
に
以
下
の
通
り
に
記
述
し
た
）
70
（

。

先
頃
病
気
の
体
自
身
に
被
考
候
所
、
疝
気
多
分
留
飲
ノ
マ
シ
リ
タ
ル
証
と

察
ス
、
長
崎
氏
之
口
授
ニ
中
上
先
生
之
家
法
に
除
飲
湯
ト
テ
留
飲
ノ
薬
方
、

牡
蠣
吉
益
製

・
烏
梅
・
大
黄
・
唐

桂
枝
・
茯
苓
・
白
述
六
味
当
分

服
用
ス
レ
ト
モ
、

敢
テ
効
ケ
ン
ナ
シ
、
又
、
右
茶
談
ノ
中
ニ
内
疝
散
ト
云
薬
方
ア
リ
、
此
節

服
用
ス
、
最
モ
ユ
ル
ク
効
ヲ
ト
ル
ノ
方
ニ
テ
、
終
ニ
ハ
効
ケ
ン
ア
ル
ヘ
シ
、

方
ハ
末
ニ
記
ス
ヘ
シ
、

　

右
の
引
用
部
分
よ
り
、権
右
衛
門
は
、①
九
月
に
疝
を
発
症
し
た
原
因
は
「
留

飲
」（
胸
や
け
）
で
あ
る
と
推
測
し
た
こ
と
、
②
医
師
の
懶
石
の
指
示
に
従
っ

て
服
用
し
た
薬
に
は
効
果
が
無
い
と
判
断
し
、『
療
治
茶
談
』
で
紹
介
さ
れ
た

内
疝
散
と
い
う
薬
を
用
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
権
右
衛
門
は
、

医
師
の
治
療
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
書
物
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
用
い
て
、
自

ら
も
病
気
の
回
復
に
向
け
て
対
策
を
施
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
権
右
衛
門
が
医

療
情
報
を
「
応
響
雑
記
」
に
記
述
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
医
療
情
報
を
自
ら
の

体
調
の
改
善
の
た
め
に
利
用
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
る
。

　

本
章
で
は
、
書
物
か
ら
の
医
療
情
報
の
入
手
に
つ
い
て
述
べ
た
。
権
右
衛
門

は
、
医
学
書
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
俳
諧
書
、
随
筆
書
、
漢
学
書
、
仏
教
書
な
ど

多
様
な
分
類
の
書
物
か
ら
医
療
情
報
を
入
手
し
て
い
た
。
本
章
の
事
例
は
、
当

時
の
人
々
が
、
一
つ
の
分
類
に
縛
ら
れ
ず
、
多
様
な
視
点
か
ら
書
物
を
読
み
進

め
、
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
加
賀
藩
領
内
の
日
常
的
な
医
療
環
境
を
、
氷

見
庄
を
事
例
に
し
て
考
察
し
た
。
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
氷
見
庄
の
人
々

は
、
少
な
く
と
も
権
右
衛
門
の
よ
う
に
経
済
力
が
あ
る
場
合
は
、
病
気
を
患
う

と
、
最
初
に
近
隣
の
医
師
の
診
察
を
受
け
、
そ
れ
で
も
治
ら
な
い
場
合
は
、
よ

り
良
い
治
療
を
求
め
て
、
遠
方
か
ら
、
技
術
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
医
師
を
招

い
た
り
、
医
療
水
準
が
高
い
と
み
な
さ
れ
た
地
域
に
治
療
に
出
向
い
た
り
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
宗
教
的
な
力
に
頼
る
こ
と
も
あ
り
、
病
気
平
癒
の
祈
願
だ
け
で

な
く
、
治
療
を
担
当
す
る
医
師
や
薬
の
選
定
に
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
患
者
自
ら
も
医
療
情
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報
を
入
手
し
て
い
た
。
権
右
衛
門
は
、
医
師
・
知
人
・
書
物
か
ら
医
療
情
報
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
医
療
情
報
を
権
右
衛
門
に
教
え
た
知
人
の
職
業
は
、

医
療
と
関
係
が
あ
ま
り
無
い
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
書
物
か
ら
医
療
情
報
を

入
手
す
る
場
合
、
そ
の
書
物
の
分
類
は
、
医
学
書
だ
け
で
な
く
、
俳
諧
書
や
随

筆
書
と
い
っ
た
、
一
見
し
て
医
療
と
関
係
が
薄
い
よ
う
に
見
え
る
書
物
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
書
物
か
ら
得
た
情
報
を
用
い
て
、
医
師
の
判

断
と
は
異
な
る
治
療
法
を
選
択
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
中
葉
の
地
域
社
会
で
は
、
医
師
に
よ
る
診
察
、
宗

教
の
力
、
知
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
書
物
を
組
み
合
わ
せ
て
、
病
気
を
治
療
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
今
ま
で
は
、
医
師
、
医
学
書
の
数
で
、
そ
の

地
域
の
医
療
の
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
が
常
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
当
時
の
地

域
で
は
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
、
多
様
な
形
で
医
療
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
医
師
に
よ
る

治
療
を
受
け
た
り
、
書
物
、
知
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
医
療
情
報
を
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
た
り
し
た
階
層
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
、

権
右
衛
門
や
そ
の
知
人
の
多
く
は
、
比
較
的
経
済
力
が
あ
り
、
治
療
代
を
払
え

る
余
裕
が
あ
り
、
書
物
に
触
れ
る
機
会
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、

史
料
の
制
約
は
あ
る
が
、
一
般
レ
ベ
ル
の
民
衆
に
お
い
て
も
、
権
右
衛
門
と
同

様
の
事
例
が
当
て
は
ま
る
か
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
二
の
課
題
は
、
領
主
側
の
視
点
で
あ
る
。
本
稿
の
事
例
の
よ
う
に
、
一
九

世
紀
中
葉
の
地
域
社
会
で
は
、
医
師
や
医
学
書
に
限
ら
ず
、
様
々
な
方
法
で
医

療
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
に
医
療
情
報
が
流

通
し
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、
幕
府
や
藩
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し

た
の
か
、
検
討
す
る
こ
と
も
今
後
取
り
組
む
べ
き
視
点
で
あ
る
。

注

（
1
）　

た
だ
し
、
一
部
の
藩
で
は
、
開
業
医
の
試
験
や
免
許
制
度
が
あ
っ
た
。
尾
張
藩
で
は
、

享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
か
ら
開
業
医
の
免
許
制
度
が
あ
り
（
塚
本
学
『
都
会
と
田
舎

│
日
本
文
化
外
史
│
』（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
二
七
〇
頁
）、
加
賀
藩
は
、
天
保
一

一
（
一
八
四
〇
）
年
よ
り
、
藩
校
の
明
倫
堂
で
町
医
師
の
開
業
試
験
を
行
っ
た
（
池
田

仁
子
「
近
世
金
沢
の
医
療
│
〝
伝
統
〞
の
礎
と
社
会
史
的
意
義
を
探
る
│
」（
地
方
史

研
究
協
議
会
編
『〝
伝
統
〞
の
礎
│
加
賀
・
能
登
・
金
沢
の
地
域
史
│
』（
雄
山
閣
、
二

〇
一
四
年
）
一
九
九
頁
〜
二
〇
三
頁
）。
ま
た
、
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
、
立
川

昭
二
氏
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
で
「
健
康
保
険
の
祖
型
と
も
い
う
べ
き
医
療
相
互
扶
助
の

制
度
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
立
川
氏
に
よ
る
と
、
宗
像
郡
で
は
、
村
ご
と
に

村
民
た
ち
が
貧
富
に
応
じ
て
米
を
出
し
合
っ
て
、
医
師
に
対
す
る
謝
礼
に
あ
て
て
い
た

（
立
川
昭
二
『
江
戸　

病
草
紙
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
三
八
四
頁
〜
三
八
六
頁
）。

（
2
）　

柳
谷
慶
子
『
江
戸
時
代
の
老
い
と
看
取
り
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

（
3
）　

富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
：
決
定
版
』（
日
新
書
院
、
一
九
四
一
年
）、
同
著
・
松
田

道
雄
解
説
『
日
本
疾
病
史
』（
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
）、
服
部
敏
良
『
江
戸
時
代
医
学

史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
。

（
4
）　

田
崎
哲
郎
「
洋
学
論
再
構
成
試
論
│
跡
見
玄
山
の
場
合
を
手
が
か
り
と
し
て
│
」

（『
思
想
』
六
六
五
号
、
一
九
七
九
年
一
一
月
。
後
に
同
『
在
村
の
蘭
学
』（
名
著
出
版
、

一
九
八
五
年
）
に
所
収
。）。

（
5
）　

塚
本
学
「
18
世
紀
後
半
の
松
本
領
上
野
組
と
医
療
│
組
を
こ
え
る
地
域
社
会
│
」（
信

州
大
学
人
文
学
部
『
松
本
平
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
社
会
結
合
の
諸
形
態
と
そ
の

変
動
（
中
間
報
告
書
）』（
信
州
大
学
人
文
学
部
、
一
九
八
二
年
））。

（
6
）　

岩
本
伸
二
「
幕
末
期
在
村
医
の
組
織
化
へ
の
動
向
│
美
作
津
山
の
場
合
│
」（『
岡
山

県
史
研
究
』
四
号
、
一
九
八
二
年
八
月
）、
土
井
作
治
「
近
世
後
期
に
お
け
る
医
療
思
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想
の
基
盤
（
Ⅰ
）
│
安
芸
国
山
県
郡
大
朝
村
保
生
堂
の
場
合
│
」（
実
学
資
料
研
究
会

編
『
実
学
史
研
究　

Ⅵ
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
））、
同
「
近
世
後
期
に
お
け

る
医
療
思
想
の
基
盤
（
Ⅱ
）
│
安
芸
国
山
県
郡
大
朝
村
保
生
堂
の
場
合
│
」（
実
学
資

料
研
究
会
編
『
実
学
史
研
究　

Ⅶ
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
））、
平
野
満
「
村

に
お
け
る
医
師
の
存
在
形
態
│
近
世
後
期
の
鳥
取
藩
領
を
例
と
し
て
│
」（『
駿
台
史

学
』
九
〇
号
、
一
九
九
四
年
一
月
）。

（
7
）　

中
村
文
「
村
と
医
療
│
信
濃
国
を
事
例
と
し
て
│
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
三
九
号
、

一
九
九
二
年
一
一
月
）、
山
中
浩
之
「
在
郷
町
に
お
け
る
医
家
と
医
療
の
展
開
」（
中
部

よ
し
子
編
『
大
坂
と
周
辺
諸
都
市
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
））。

（
8
）　

青
木
歳
幸
「
医
師
の
村
方
引
請
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
『
在
村
蘭
学
の
研
究
』（
思
文
閣

出
版
、
一
九
九
八
年
）、
初
出
「
医
師
の
村
方
引
請
を
め
ぐ
っ
て
│
近
世
後
期
高
島
領

医
療
事
情
」（
実
学
資
料
研
究
会
編
『
実
学
史
研
究　

Ⅴ
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八

年
）））。
中
村
氏
も
前
掲
論
文
に
て
、
医
師
の
村
方
引
請
に
言
及
し
て
い
る
。

（
9
）　

在
村
の
医
療
の
実
態
に
注
目
し
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、
細
野
健
太
郎
「
一
八
世
紀

に
お
け
る
村
社
会
と
医
療
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
六
二
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）、

長
田
直
子
「
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
医
療
│
一
八
世
紀
多
摩
地
域
の
医
療
を
中
心
と

し
て
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
六
二
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）、
木
下
浩
「
中
島
友
玄

の
患
者
の
診
療
圏
に
つ
い
て
」（
中
島
医
家
資
料
館
・
中
島
文
書
研
究
会
編
『
備
前
岡

山
の
在
村
医　

中
島
家
の
歴
史
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
））
な
ど
。

（
10
）　

横
田
冬
彦
「
益
軒
本
の
読
者
」（
横
山
俊
夫
編
『
貝
原
益
軒
│
天
地
和
楽
の
文
明
学
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
））、
同
「
近
世
村
落
社
会
に
お
け
る
〈
知
〉
の
問
題
」（『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
一
五
九
号
、
一
九
九
八
年
四
月
）。

（
11
）　

山
中
浩
之
「
在
村
医
の
形
成
と
蔵
書
」（
横
田
冬
彦
編
『
シ
リ
ー
ズ
〈
本
の
文
化
史
〉

１　

読
書
と
読
者
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
））。

（
12
）　

鈴
木
則
子
『
江
戸
の
流
行
り
病　

麻
疹
騒
動
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）。

（
13
）　

一
九
六
〇
年
代
に
津
田
進
三
氏
が
、
加
賀
藩
の
藩
医
（
藩
に
雇
わ
れ
た
医
師
）、
町

医
師
の
職
務
内
容
や
生
活
の
様
子
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（
津
田
進
三
「
加
賀
藩
の

医
療
制
度
」（『
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
』
創
刊
号
、
一
九
六
八
年
一
〇
月
））
が
、
そ

れ
以
降
、
加
賀
藩
の
医
療
は
、
あ
ま
り
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
14
）　

竹
松
幸
香
「
加
賀
藩
上
級
武
士
の
疾
病
・
医
療
に
つ
い
て
」（『
加
能
地
域
史
』
四
七

号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）、
池
田
仁
子
『
近
世
金
沢
の
医
療
と
医
家
』（
岩
田
書
院
、
二

〇
一
五
年
）
の
第
一
編
第
一
章
〜
第
四
章
（
初
出
「「
寛
文
七
年
金
沢
図
」
等
に
み
る

医
者
の
居
住
地
と
城
内
で
の
医
療
」（『
金
沢
城
研
究
』
八
号
、二
〇
一
〇
年
三
月
）、「
加

賀
藩
前
期
の
医
者
と
金
沢
城
内
で
の
医
療
」（『
金
沢
城
研
究
』
九
号
、
二
〇
一
一
年
三

月
）、「
近
世
中
期
加
賀
藩
の
医
者
と
金
沢
城
内
で
の
医
療
」（『
金
沢
城
研
究
』
一
〇
号
、

二
〇
一
二
年
三
月
）、「
金
沢
城
を
中
心
と
す
る
化
政
・
天
保
期
の
医
療
と
蘭
学
医
」

（『
金
沢
城
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）、「
近
世
後
期
加
賀
藩
の
医
者
と
金
沢

城
内
で
の
医
療
」（『
金
沢
城
研
究
』
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
））。

（
15
）　

前
掲
池
田
『
近
世
金
沢
の
医
療
と
医
家
』
第
二
編
第
一
章
〜
第
三
章
（
初
出
前
掲
「
加

賀
藩
前
期
の
医
者
と
金
沢
城
内
で
の
医
療
」、
前
掲
「
近
世
中
期
加
賀
藩
の
医
者
と
金

沢
城
内
で
の
医
療
」、
前
掲
「
近
世
後
期
加
賀
藩
の
医
者
と
金
沢
城
内
で
の
医
療
」）。

（
16
）　

前
川
哲
朗
「
疱
瘡
・
コ
レ
ラ
の
流
行
と
対
策
│
藩
政
期
疾
病
史
の
試
み
│
」（『
市
史

か
な
ざ
わ
』
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
同
「
藩
政
期
村
方
に
お
け
る
疾
病
と
医
療

活
動
」（『
市
史
か
な
ざ
わ
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
前
掲
池
田
「
近
世
金
沢

の
医
療
│
〝
伝
統
〞
の
礎
と
社
会
史
的
意
義
を
探
る
│
」。

（
17
）　

池
田
仁
子
「
医
者
と
暮
ら
し
の
諸
相
」（
19
世
紀
加
賀
藩
「
技
術
文
化
」
研
究
会
編

『
時
代
に
挑
ん
だ
科
学
者
た
ち
│
19
世
紀
加
賀
藩
の
技
術
文
化
│
』（
北
国
新
聞
社
、
二

〇
〇
九
年
））
二
九
頁
〜
三
二
頁
。

（
18
）　

前
掲
前
川
「
藩
政
期
村
方
に
お
け
る
疾
病
と
医
療
活
動
」

（
19
）　

寛
文
一
一
（
一
六
七
一
）
年
よ
り
氷
見
庄
は
射
水
郡
の
一
部
と
な
っ
た
が
、
以
降
も

こ
の
地
域
を
指
す
場
合
に
は
「
氷
見
庄
」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
（『
日
本
歴
史
地
名

大
系
第
一
六
巻　

富
山
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）「
氷
見
郡
」）。
よ
っ
て
、

本
稿
で
は
、
氷
見
地
域
を
示
す
場
合
に
は
「
氷
見
庄
」
と
表
記
す
る
。

（
20
）　

氷
見
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
氷
見
市
史
１　

通
史
編
一　

古
代
・
中
世
・
近
世
』

（
氷
見
市
、
二
〇
〇
六
年
）
第
三
編
近
世
、
氷
見
市
立
博
物
館
編
『
特
別
展　

近
世
の
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氷
見
町
と
庶
民
の
く
ら
し
』（
氷
見
市
立
博
物
館
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
21
）　

児
島
清
文
・
伏
脇
紀
夫
編
『
応
響
雑
記
（
上
）
文
政
十
年
〜
天
保
十
五
年　

越
中
資

料
集
成
７
』（
桂
書
房
、
一
九
八
八
年
）
五
頁
〜
七
頁
、
竹
下
喜
久
男
「
地
方
都
市
町

人
の
学
芸
享
受
」（
同
『
近
世
地
方
芸
能
興
行
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
））、

竹
松
幸
香
「
俳
諧
に
み
る
文
化
交
流
」（
同
『
近
世
金
沢
の
出
版
』（
桂
書
房
、
二
〇
一

六
年
）、
初
出
「
加
賀
藩
の
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
出
版
│
俳
諧
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
漢

学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
│
」（『
金
沢
大
学
大
学
院
社
会
環
境
科
学
研
究
科
・
社
会

環
境
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）、「
加
賀
藩
に
お
け
る
俳
諧
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
」（『
北
陸
史
学
』
四
七
号
、
一
九
九
八
年
一
一
月
））
一
三
八
頁
〜
一
四
九
頁

を
参
照
。

（
22
）　

蔵
宿
と
は
、
藩
士
の
知
行
地
か
ら
収
納
さ
れ
た
年
貢
米
の
保
管
、
運
用
を
主
た
る
業

務
と
し
、
蔵
宿
料
と
売
米
の
手
数
料
を
収
入
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
収
入
を
元
手
に
藩

士
に
対
し
て
、
年
貢
米
を
抵
当
に
融
資
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
23
）　

請
求
記
号
Ｔ
250
／
41
／
１
〜
87
。
以
下
、
同
史
料
を
引
用
す
る
際
は
、
巻
数
と
年
月

日
の
記
載
の
み
に
留
め
る
。

（
24
）　

前
掲
竹
下
「
地
方
都
市
町
人
の
学
芸
享
受
」、
前
掲
竹
松
「
俳
諧
に
み
る
文
化
交
流
」、

深
井
甚
三
「
天
保
飢
饉
期
、
氷
見
町
の
漁
況
と
漁
民
│
環
境
史
の
視
点
か
ら
│
」（
深

井
甚
三
『
加
賀
藩
の
都
市
の
研
究
』（
桂
書
房
、
二
〇
一
六
年
）、
初
出
深
井
甚
三
・
田

上
善
夫
「
天
保
飢
饉
期
、
越
中
氷
見
町
の
漁
況
と
漁
民
│
環
境
史
の
視
点
か
ら
の
考
察

│
」（『
社
会
経
済
史
学
』
六
三
巻
五
号
、
一
九
九
八
年
一
月
））。

（
25
）　
「
応
響
雑
記
」
で
は
、「
宮
崎
南
亭
」
や
「
宮
崎
南
禎
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本

論
文
で
は
、
史
料
引
用
の
場
合
を
除
き
、「
宮
崎
南
亭
」
と
い
う
表
記
で
統
一
す
る
。

（
26
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
二
七　

天
保
一
一
年
七
月
七
日
。

（
27
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
二
七　

天
保
一
一
年
七
月
八
日
。

（
28
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
二
二　

天
保
九
年
五
月
一
四
日
・
一
五
日
。

（
29
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
八　

天
保
二
年
六
月
二
一
日
〜
二
三
日
。

（
30
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
八　

天
保
二
年
六
月
二
九
日
。

（
31
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
一　

文
政
一
〇
年
六
月
九
日
。

（
32
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
六　

文
政
一
三
年
四
月
一
九
日
。
清
九
郎
は
、
同
年
の
春
よ
り
京

都
に
出
か
け
て
い
た
が
、
四
月
一
二
日
に
二
八
歳
で
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。

（
33
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
二
七　

天
保
一
一
年
九
月
一
六
日
。

（
34
）　

氷
見
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
氷
見
市
史
６　

資
料
編
四　

民
俗
、
神
社
、
寺
院
』

（
氷
見
市
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
九
五
頁
。

（
35
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
十
三
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）「
薬
師
如

来
」。

（
36
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
三
一　

天
保
一
三
年
八
月
八
日
。
国
泰
寺
の
開
創
は
、
嘉
暦
三
（
一

三
二
八
）
年
で
、
開
山
は
慈
雲
妙
意
で
あ
る
。（
前
掲
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
一
六

巻　

富
山
県
の
地
名
』「
国
泰
寺
」）。

（
37
）　
「
理
修
分
経
」
と
は
「
理
趣
経
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
理
趣
経
は
、
密
教
の
経
典
で
、

即
身
成
仏
や
人
間
の
欲
望
を
大
胆
に
肯
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
特
に
真
言
宗

で
は
、
日
常
的
に
読
誦
さ
れ
る
と
い
う
（『
世
界
大
百
科
事
典　

二
九
』（
平
凡
社
、
二

〇
〇
七
年
）「
理
趣
経
」（
末
木
文
美
士
執
筆
））。

（
38
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
四
六　

嘉
永
三
年
六
月
二
〇
日
。

（
39
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
六
一　

安
政
四
年
七
月
二
二
日
。

（
40
）　

海
原
亮
「
病
の
克
服
と
地
域
医
療
│
彦
根
藩
小
脇
郷
を
事
例
と
し
て
│
」（
前
掲
同

『
近
世
医
療
の
社
会
史　

知
識
・
技
術
・
情
報
』、
初
出
「
近
世
後
期
在
村
に
お
け
る
病

と
医
療
│
近
江
国
小
脇
郷
今
宿
家
の
事
例
か
ら
│
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
九
編
七
号

（
二
〇
〇
〇
年
、
七
月
））
一
二
六
頁
。

（
41
）　

長
田
直
子
「
近
世
後
期
に
お
け
る
患
者
の
医
師
選
択
『
鈴
木
平
九
郎
公
私
日
記
』
を

中
心
に
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
六
集
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）。

（
42
）　

ハ
イ
フ
ン
の
直
後
の
数
字
は
、【
表
１
】
の
「
番
号
」
欄
の
数
字
を
表
す
。【
表
２
】、

【
表
４
】
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
43
）　

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
一
〇
日
の
事
例
（
表
２
‐
５
）
の
「
情
報
を
教
え
た

人
物
の
名
前
」
欄
に
は
、
夢
の
中
（
宮
崎
南
亭
）
と
記
入
し
て
い
る
。
詳
し
く
説
明
す

る
と
、
一
昨
日
（
八
日
）
の
晩
に
、
権
右
衛
門
の
夢
の
中
で
、
誰
か
別
の
人
物
が
、
薬

の
調
合
方
法
を
権
右
衛
門
に
教
え
た
。
権
右
衛
門
は
、
そ
の
翌
日
の
夜
に
南
亭
と
相
談
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（383）928

し
て
薬
を
調
合
し
、
一
〇
日
に
服
用
し
た
。
夢
の
中
と
い
え
ど
も
、
権
右
衛
門
以
外
の

人
物
か
ら
情
報
を
入
手
し
て
い
る
の
で
、
少
々
特
異
な
事
例
で
あ
る
が
、
他
の
人
物
か

ら
医
療
情
報
を
教
え
て
も
ら
っ
た
事
例
と
み
な
し
た
。

（
44
）　
【
表
３
】
の
「
分
類
」
の
欄
に
つ
い
て
、『
五
雑
組
』
と
『
白は

く

氏し

文も
ん

集じ
ゅ
う』
以
外
の
書
物

は
、『
補
訂
版　

国
書
総
目
録
』
全
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
〜
一
九
九
〇
年
）

の
分
類
に
依
拠
し
た
。

（
45
）　

玄
仙
は
、
岩
代
国
桑こ

お
り折

村
（
現
：
福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
）
に
居
住
し
て
い
た
津
田

玄
琳
の
子
供
と
し
て
、
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
上
総
に
居

住
し
、
同
地
の
医
師
田
村
恕
仙
の
孫
娘
能の

婦ぶ

を
妻
に
し
て
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年

〜
同
八
年
の
間
に
田
村
と
改
姓
。
な
お
、『
療
治
茶
談
』
や
玄
仙
の
基
本
情
報
に
つ
い

て
は
、
藤
井
美
樹
「
解
説
」（
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
編
『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成　

72　

津
田
玄
仙
（
一
）』（
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
））
九
頁
〜
二
四
頁
を
参
照
。

（
46
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
五
一　

嘉
永
五
年
一
一
月
四
日
・
一
七
日
・
一
二
月
五
日
・
一
一

日
・
一
九
日
・
二
〇
日
。

（
47
）　

麁
文
は
、
本
名
を
鵜
川
政
明
と
い
い
、
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
た
。『
華
実
年
浪
草
』

の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
尾
形
仂
・
小
林
祥
次
郎
編
『
近
世
後
期
歳
時
記
本
文
集
成

並
び
に
総
合
索
引
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
四
年
）
二
六
頁
〜
二
八
頁
を
参
照
。

（
48
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
三　

文
政
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
、「
応
響
雑
記
」
巻
七　

文
政
一

三
年
七
月
一
一
日
・
一
二
日
・
二
九
日
、「
応
響
雑
記
」
巻
九　

天
保
二
年
一
〇
月
一

六
日
、「
応
響
雑
記
」
巻
六
二　

安
政
五
年
一
月
五
日
・
一
三
日
。

（
49
）　

前
掲
尾
形
・
小
林
編
『
近
世
後
期
歳
時
記
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
』
三
八
頁
〜

四
〇
頁
を
参
照
。

（
50
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
四　

文
政
一
二
年
一
月
二
一
日
〜
二
四
日
。

（
51
）　

福
井
久
蔵
『
連
歌
の
史
的
研
究　

後
編
』（
成
美
堂
書
店
、
一
九
三
一
年
）
五
八
頁
。

（
52
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
五　

文
政
一
二
年
一
〇
月
二
日
・
一
八
日
。

（
53
）　

岩
城
秀
夫
「
解
説
」（
謝
肇
淛
著
、
岩
城
秀
夫
訳
『
五
雑
組
１
』（
平
凡
社
、
一
九
九

六
年
）。

（
54
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
一
一　

天
保
三
年
一
二
月
八
日
。

（
55
）　

久
須
本
文
雄
『
貝
原
益
軒　

処
世
訓
│
「
慎
思
録
」
88
の
お
し
え
』（
講
談
社
、
一

九
八
九
年
）
一
九
二
頁
。

（
56
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
一
九　

天
保
七
年
一
〇
月
一
一
日
。

（
57
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
一
九　

天
保
七
年
一
二
月
二
日
。

（
58
）　

川
口
高
風
「
諦
忍
律
師
の
『
空
華
談
叢
』
に
つ
い
て
」（『
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀

要
』
四
三
巻
二
号
、
一
九
九
六
年
一
月
）
一
四
四
頁
。

（
59
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
二
五　

天
保
一
〇
年
一
二
月
三
日
。

（
60
）　
『
国
史
大
辞
典　

第
六
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）「
慈
周
」（
梅
木
文
夫
執

筆
）、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
三
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）「
葛
原
詩

話
」。

（
61
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
三
三　

天
保
一
四
年
九
月
一
五
日
。

（
62
）　

北
川
博
邦
「
解
題
」（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
三
期
〉

10
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
））
一
頁
〜
二
頁
。

（
63
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
三
六　

弘
化
二
年
一
月
二
九
日
・
二
月
一
八
日
。

（
64
）　

服
部
敏
良
「
庶
民
文
芸
と
医
学
」（
前
掲
服
部
『
江
戸
時
代
医
学
史
の
研
究
』）。

（
65
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
九　

天
保
二
年
一
〇
月
一
六
日
。

（
66
）　
『
華
実
年
浪
草
』
巻
一
三　

雪
や
け
条
（
前
掲
尾
形
・
小
林
編
『
近
世
後
期
歳
時
記

本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
』
六
五
六
頁
）。

（
67
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
五
一　

嘉
永
五
年
一
一
月
四
日
。

（
68
）　

長
崎
懶
石
は
、
高
岡
の
町
医
師
長
崎
浩
斎
（
寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）
年
〜
元
治
元

（
一
八
六
四
）
年
）
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
浩
斎
は
、
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）

年
に
、
蘭
学
者
大
槻
玄
沢
の
元
に
入
門
し
て
い
た
。（
片
桐
一
男
『
蘭
学
、
そ
の
江
戸

と
北
陸　

大
槻
玄
沢
と
長
崎
浩
斎
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
一
九
九
頁
）

（
69
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
五
一　

嘉
永
五
年
九
月
八
日
。

（
70
）　
「
応
響
雑
記
」
巻
五
一　

嘉
永
五
年
一
一
月
四
日
。


